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「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
と

企
業
会
計
上
の
減
価
償
却

illア
J

9
カ
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
研
究
伺
|
|

高

二壬2
~. 

貞

男

す
て
に
木
研
究
の
第
一
部
に
お
い
て
白
。
へ
た
よ
う
に
、

計
上
適
用
し
う
る
減
価
償
却
法
を
原
則
と
し
て
定
額
法
に
か
ぎ
っ
て
h
た
枠
を
と
り
は
ず
し
、

一
九
五
四
年
内
開
成
人
法
は
、

一
六
七
条
例
項
に
沿
い
て
そ
れ
ま
で
税
務
会

一
九
五
四
年
一
月
一
日
以
後
に
取
伺
し

た
耐
周
年
数
三
年
以
上
の
償
却
資
産
白
場
合
に
は
、
そ
れ
上
り
も
速
〈
償
却
し
う
る
方
法
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
一
般
忙
三
益
税
務
減

価
償
却
」

(
岡
山
司
庄
司
司
自
門
号
、
叶
自
己

3
日
巴
巳

es--あ
る
い
は
「
加
速
税
務
減
価
償
却
」

(
k
r
n
2
5
E
H
E
吋
ω
H
U
8
H
o
n
E
I

t
c
p
)
、
「
自
由
税
務
減
価
償
却
L
9
F司
丘
町
色
、
吋
自
ロ

3
2
2色
。
ロ
)
|
|
と
給
称
さ
れ
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
三
つ
の
償
却
法
の
う
ち

い
づ
れ
を
選
択
し
て
も
上
い
こ
と
と
し
た
。

)
 

1
 

t
 

ダ
ブ
ル
・
レ
イ
ト

定
額
法
の
償
却
率
の
二
倍
を
己
え
な
い
償
却
現
?
に
よ
る
特
殊
な
定
率
法
u
H
「て

O
Oパ
ー
セ
ン
ト
定
率
法

L
I
「
一
一
倍
定
率
法
」

(
た
だ
し
、
こ
の
方
法
に
よ
る
と
、
耐
用
年
数
が
つ
き
た
と
き
、
取
得
価
格
の
一

O
伯
な
い
し
一
一
二
%
が
未
倣
却
り
ま
ま
の
こ
る
の
で
、
こ
の
残
額
が
耐

「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
と
企
業
会
計
上
白
減
価
償
却

第
八
十
二
巻

九

第

号

九



「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
と
企
業
会
計
上
の
減
価
償
却

第
入
十
三
巻

四

O 

第

号

四

O 

用
年
数
内
に
償
却
し
う
る
よ
ラ
、
い
つ
に
て
も
定
額
法
へ
の
初
換
え
宏
君
。
F
U
H
変
更
が
認
め
ら
れ
て
い
る
J

(司

「
算
術
級
数
逓
減
法
」

ア
ザ

T
・
ヨ

νシ
え
テ
ン
ト

耐
用
年
数
の
は
じ
め
の
一
二
分
白
二
白
期
聞
に
ゐ
け
る
償
却
累
積
額
が

ωに
よ
る
そ
れ
を
こ
え
な
い
「
他
の
一
貫
し
た
方
法
」
(
具

マ
ル
テ
イ
ア
ル

体
的
に
は
こ
の
よ
う
な
条
刊
を
み
た
す
「
組
合
定
額
法
」
な
ど
〕

(3) そ
し
て
、
多
く
の
資
料
か
ら
推
定
し
う
る
と
こ
ろ
で
は
、
右
白
「
均
配
地
税
務
減
価
償
却
」
を
選
択
す
る
企
業
は
多
数
に
の
ぼ
り
、
そ

れ
は
選
択
可
能
償
却
資
産
の
約
三
分
の
二
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。

て
は
、
己
の
よ
う
な
か
な
り
の
程
度
に
お
け
る
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
の
普
及
は
、
企
業
会
計
上
の
減
価
償
却
に
ど
の
よ
う
な
彰

響
を
与
え
て
い
る
で
あ
一
ろ
う
か
。
周
知
の
上
う
に
、
企
業
会
計
の
実
務
が
税
々
の
理
由
か
ら
〈
主
と
し
て
恒
宜
的
な
理
由
か
ら
と
い
う
論
者

も
い
る
が
、
会
計
政
策
的
説
因
が
大
き
く
は
た
ら
い
て
い
る
事
実
を
み
の
が
し
て
は
な
ら
た
い
)
税
務
会
計
り
影
響
を
う
け
、

税
務
上
認
め
ら
札

た
会
計
方
法
が
そ
の
ま
ま
企
業
会
計
に
も
ち
こ
ま
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
ゐ
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
本
稿
て
考
察
す
る
ア
メ

リ
カ
の
減
価
償
却
実
務
の
場
合
も
ま
た
例
外
て
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
従
来
企
業
会
計
上
「
定
率
減
価
償
却
は
イ
ギ
リ

A
b
よ
び
英
述

邦
諸
国
て
は
広
〈
一
般
に
ゐ
己
た
わ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
ゼ
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
範
囲
て
治
こ
な
わ
れ
て
い
た
。

カ

λ

P

A

-

-

-

.

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
の
こ
と
は
一
郎
は
ア
メ
リ
カ
の
会
計
慣
習
と
伝
統
に
、
一
部
は
税
務
目
的
の
た
め
に
こ
の
方
法
を
使
用
す
る
乙
と
に
つ
い
て
内
国
歳

入
局
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
制
限
に
起
因
し
て

H
る」

〔
傍
点
筆
者
)
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
フ
て
、
は
じ
め
に
の
べ
た
よ
う
に
、

税
務
上
適
用
し
う
る
償
却
法
白
制
約
が
と
り
の
ど
か
れ
、
あ

b
た
に
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
が
公
認
さ
れ
る
と
、
モ
れ
が
そ
の
ま
ま

デ
イ
グ
リ
1
ジ
ン
グ

企
業
会
計
に
を
だ
れ
こ
む
可
能
性
は
充
分
あ
る
と
み
ふ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
逓
減
償
却
法
(
定
率
法
〔
オ
I
ゾ
ド
ッ
グ

ス
な
定
率
法
の
み
な
ら
ず
、
二

C
C
F
1
セ
ン
ト
定
本
法
も
ふ
く
む

M
E
Z
Z吉
宮
口

E-m
。
z
r
z
M
2
2
5色
、
算
術
級
数
逓
減
法
、
複
合



定
額
法
衣
ど
の
総
称
)
を
企
業
会
計
上
採
用
し
て
い
る
事
例
は
最
近
相
当
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
己
の
点
に
つ
い
て
、

o
・

s
・
ジ

ェ
ル
イ
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
「
合
衆
国
k
b
け
る
多
数
の
会
社
て
の
逓
減
償
却
法
を
採
用
す
る
一
般
的
傾
向
は
、

若
干
の
他
白
諸
国
に
ゐ
け
る
会
計
事
務
は
か
た
b

一つ
D
会
計
コ
ソ
ベ
ン

V
ョ

γ
の
放
棄
と
他
の
会
計
コ

Y
ベ
ン
シ

E

Y

D
採
用
を
指
し
示
し
て
い
る
。

以
前
に
逓
減
償
却
法
白
妥
当
性
を
認
識
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ご
く
最
近
心
己
と
て
は
あ
る
が
、
こ
の
工
う
左
方
法
の
使
用
は
合
衆

国
て
も
顕
著
に
拡
大
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
徴
候
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
」
と
の
ペ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
己
と
あ
ら
た
め
て
と
と
わ
る

主
て
も
な
く
、
右
の
よ
う
な
会
計
現
象
を
生
み
だ
し
た
旗
閃
を
す
べ
て
「
急
速
税
務
減
価
償
却
L

D
公
認
に
の
み
帰
す
己
と
は
て
き
た

い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
企
業
会
計
に
沿
け
る
逓
減
償
却
法
採
用
白
直
接
的
契
機
と
な
っ
た
こ
と
は
否
定
し
え
な
h
事
実
て
あ

る。
と
こ
ろ
で
、
以
上
簡
単
に
ス
ケ
ッ
チ
し
た
ア
メ
り
品
川
に
ゐ
け
る
最
近
の
減
価
償
却
実
務
の
一
動
さ
は
、
会
計
理
論
上
か
ら
み
た
場
合
、

単
純
に
肯
定
し
う
る
も
の
ゼ
は
た
く
、
当
然
つ
ぎ
の
よ
う
左
問
題
に
た
い
す
る
理
論
的
解
答
を
要
求
ナ
る
で
あ
ろ
う
。

(。

税
務
会
計
に
お
い
て
適
用
さ
れ
た
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
を
そ
の
ま
ま
企
業
会
討
に
も
ち
と
む
と
と
は
合
理
的
在
取
扱
い
て

あ
る
か
。
換
言
す
れ
ば
、
逓
減
償
却
法
は
合
理
的
な
原
価
配
分
法
て
あ
る
か
。

(2) 

も
し
右
の
問
題
に
た
い
し
否
定
的
解
答
が
え

b
れ
た
在
b
ば、

「
急
速
税
務
減
価
償
却
L

が
税
務
会
計
上
適
用
さ
れ
て
も
、
会

計
理
論
に
し
た
が
う
か
ぎ
り
、
企
業
会
計
て
は
定
額
法
を
使
用
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
場
合
に
生
じ
て
〈
る
両
者
の
差
異
は
、

す
で
に
第
二
次
大
戦
中
治
よ
び
朝
鮮
動
乱
以
後
と
二
固
に
わ
た
り
実
施
さ
れ
た

「
緊
急
設
備
の
加
速
特
別
償
却
」
(
〉
日
巴
司
旦

a
p

目
。
立
民
己
目
。
ロ
。
時
開
百
日
間

g
q『

R
E
C
S
)
の
時
に
も
あ
ら
わ
れ
た
モ
れ
の
よ
う
に
、
「
租
税
額
の
正
常
化
」

(EM内
ゆ
耳
目
mw-EEHOロ)

と

h
わ
わ
る
期
間
相
互
間
の
租
税
制
の
配
分
手
続

E
z
o
h
Z
M
H
o
n
F
E且
5)

ま
た
は
「
租
税
額
の
均
等
化
」

(EM内1
2
5
r
E
5ロ〉

「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
と
企
業
会
計
上
の
減
価
償
却

第
八
十
二
巻

凹

第
一
万

四



「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
と
企
業
会
計
ょ
の
減
価
償
却

第
八
十
二
巻

に
よ
っ
て
、
調
整
す
べ
き
て
あ
る
か
。

四

部
一
号

i"I 

右
の
よ
う
な
問
題

rた
い
し
、
ア
メ
リ
カ
公
認
会
計
士
協
会
会
計
手
続
委
員
会
(
〉

H
k
f
口
o呂
田
昌
2

3
』

R
Eロ
E
岡
田
山
耳
目
目

且
日
。
)
は
、

2
2
0
5江
口
四
国
自
由
吋
各
国
巳
目
。
E
Z
o
t
-
-
u
o
l

「
定
率
減
価
償
却
」
と
題
ナ
る
「
会
計
研
究
公
報
第
四
回
号
」

各
自
ロ
四
1

国
mw]
自
由
り
ぬ
百
円
。
何
回
位
。
ろ
を
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
の
公
認
後
い
ち
は
中
く
「
ジ
ャ
ー
ナ
ル
・
オ
プ
・
ア
カ
ウ
ン
タ
ン

V

イ
」
誌
一
九
五
四
年
一
一
月
号
七
五
七
・
八
頁
に
発
表
し
、
モ
こ
に
お
い
て
一
応
の
理
論
的
接
近
を
と
こ
ろ
み
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本

稿
て
は
、
右
の
研
究
公
報
を
パ
ラ
グ
ラ
フ
ご
と
に
解
説
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
あ

b
わ
れ
て
い
円
る
問
題
点
を
め
ぐ
る
会
計
手
続
委
員
会
の

メ

γ
パ

l
以
外
白
論
者
の
賛
否
両
論
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

川w

拙
稿
『
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
の
生
成
と
本
質
』
、
経
清
論
接
、
昭
和
三
三
年
一
月
号
、
一
三
頁
以
下
、
参
照
。

ゆ
拙
稿
「
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
の
経
済
構
造
に
珪
ぼ
す
影
響
』
、
経
捕
前
設
、
昭
和
一
一
一
三
年
二
月
号
、
五
七
六
一
頁
、
悲
照
。

ゆ
目
。
。
叫
間
∞
寸
司
百
円
四
]
ど
町
内

E
N
a
R
匂
町
一
培
、
崎
町
首
位
富
可
。
一
円
N予
呂

F
]
V
E由
従
来
、
イ
ギ
り
ス
で
は
定
率
法
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
定
額
誌
が
、

主
と
し
て
世
胤
さ
れ
て
い
た
と
い
う
見
解
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
献
に
も
み
ら
れ
る
。

開己伺
mwpぬ
戸
目
白
川
町
凶
ロ
門

mロ
且
噌
ω口
同
↓

Z
6
1。
p
b晶
呂
町
邑
M
g
p
F
U色、
]
V

・日己

0
・
司
】
戸
。
号

vnF
〉
-
F
E
N
自
己
〈
2
m
n
F
g円
以
叶
言
吋
言
。
号

。
¥
同
君
、
民
昔
、
足
。
¥
号
、
』
廿
守
苦
・
戸
田
町
】
咽
]
V
匂

EM回目

?
k
p
円
〉
岡
田
om吋
nF
口
。
由
良

E
H
O
E
-
R
」伊丹

E
E
B同
問
。
門
口
。
市
日

Bmw戸。ロ
EH且
OH
耳∞
4

E
E
E
O
H
O
M
Z
E
r
o合
J
'『

E
3
R
N』
。
」
、
』
R
E
a
z
aハ
デ
ロ

2
、
】
甲
山
晶
、
官
叶
品
目

川判

O
R耳
目
・
由
。
ロ
EP--
叶
宮
口

2
日
目
日
間
、
口
出
品
。

nEno]U1・
H
E
s
t
o
h
』
R
喜
王
室
屯
・

KMg岡
山
呂
田
町
、
目
印
叶

助
拙
稿
「
特
別
償
却
か
め
ぐ
る
企
業
刑
訴
の
表
示
問
題
』
、
経
済
論
設
、
附
和
三
二
年
八
月
号
、
三
九
頁
以
下
、
九
月
号
、
三
七
頁
以
下
、
参
照
砂

川
間
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
も
、
技
近
同
様
な
問
題
に
関
す
る
カ
ナ
タ
公
認
会
計
士
協
会
会
引
・
監
査
研
究
芸
員
全
の
「
研
究
公
報
館
一

O
号
」
(
口
。
目
ι

目
5
2
。
ロ
〉
の
自
己
旦
日
間

ωロ
白
』
ロ
白

Ht口
問
回
目
m
m
R
F
。同

1
3
0
円
旬
間
山
岳
民
w
F
m
z
z
z
a
Q
M
P
H
Z
g
血
〉
日
自
己

ω
E
P
E同
B
E
E
F
回巳目

r
z
H
H
Z
0・
巴
ョ
〕
、
研
究
主
任
L
目
G
・マ
Y

ク
プ

7
1
ス
ン
の
論
文
(
戸
川
口
耳
3
0
0
ロ
-
Z
P
4
F
O
B
O
E
-
t
n
m世
HRニ
』
口
。
司
自
由

ω
m
E凶

E
g
E
O

吋旬

M
a
-
-
-
p
a
Q忌
E
h
p司
昔
、
-R
』
号
室
主
2
F
ロ
2
4
5巴
-
S
E∞
同
・
〉
お
よ
び

E
-
w
-
定
ド
ァ
タ
ー
の
論
文
宙
《
同
〈
百
円
晶
君
-
R
O誌
の
♂



E

巴
ω暗
号
口
旦
ド
O
ロ
山
口
内
山
叶
m
w
M
o
m
J
門
『
自
司
E
w
n
同
吋
】
司
i
n
H
H
n
m
樋
之
口
町
お
邑
買
お
口
F
h
N
正
時
、
民
』
h
n
o
R
3町
民
ヨ

F

目

2
・L
由
国
J
-
u
H
】
日
仏
国
司
〉
が
発
去
さ
れ

て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
も
、
ア
メ
リ
カ
の
「
特
別
償
却
」
お
よ
び
「
加
速
税
持
前
倒
償
却
」
と
似
た
制
度
が
軒
用
さ
れ
て

い
る
が
、
一
九
五
四
年
以
前
に
お
い
て
は
、
税
務
目
的
の
た
め
の
持
除
は
企
業
会
計
に
お
り
る
計
上
額
に
制
限
さ
れ
て
い
た
。
し
か
る
に
、
そ
の

後
、
己
の
制
限
が
と
り
さ
ら
れ
た
の
で
、
ア
メ
リ
カ
と
同
様
な
問
題
に
た
い
す
る
理
論
的
接
近
が
必
要
と
な
勺
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
り

「
研
究
公
報
第
一
ワ
号
」
は
、

A
I
A
会
計
手
続
委
員
会
の
「
会
計
研
究
公
報
第
四
四
号
」
と
は
宜
泊
っ
て
い
る
。

研
究
公
報
は
ハ
ラ
グ
ラ
フ
ご
と
に
一
応
相
異
っ
た
問
題
や
採
上
げ
て
い
右
の
で
、
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
順
に
し
た
が
い
、
そ
れ
ぞ
れ
章
を

設
け
て
み
て
ゆ
く
こ
と
と
し
ょ
、
つ
(
以
下
刀
y

コ
『
』
円
の
文
章
は
す
べ
て
「
会
計
研
究
公
報
」
の
各
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
全
訳
で
あ
る
〉
。

「
一
、
期
間
減
価
償
却
の
推
定
方
法
と
し
て
の
定
率
法
仕
イ
ギ
リ
ス
治
上
ぴ
他
白
諸
国
に
拾
い
て

1
l
〔
ア
メ
リ
カ
〕

合
衆
国
に
お

い
て
は
隈
ら
れ
た
範
囲
て

l
l長
い
歴
史
を
有
し
て
い
る
。
と
の
方
法
に
た
い
す
る
関
心
は
、

一
九
有
四
年
内
国
歳
入
法
に
お
い
て
所

得
税
目
的
自
た
め
に
明
確
に
承
認
さ
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
た
か
ま
つ
で
き
た
。
』

右
白
第
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
、
第
一
章
に
お
い
て
一
応
詳
論
し
た
と
と
を
確
認
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

シ
ス
一
ア
マ
テ
イ
ツ
P

ヲ

シ

ヨ

ナ

ル

グ

'

ミ

ノ

冒

ヂ

イ

『
二
、
定
率
法
は
、
〔
減
価
償
却
法
は
〕
「
組
織
的
か
つ
合
理
的
」
で
な
け
れ
ば
な

b
な
い
と
い
う
要
件
(
会
計
用
語
公
報
第
一
号

第
五
六
ハ
ヲ
グ
ラ
フ
)
に
合
致
す
る
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。
資
産
の
生
産
力
ま
た
は
収
益
獲
得
力
が
モ
の
耐
用
年
数
の
初
期
の
各
年
度

中
に
相
対
的
に
よ
り
大
き
い
と
予
想
さ
れ
る
場
合
、
ま
た
は
縦
持
〔
修
繕
〕
費
が
後
期
の
各
年
度
中
に
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
場
合
に

は
、
定
率
法
は
ゐ
そ
ら
く
最
も
満
足
す
ベ
書
原
価
配
分
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。
己
の
公
報
の
結
論
は
、
ま
た
実
質
的
に
類
似
の
諸
結

果
を
も
た
ら
す
他
の
諸
方
法

1
l算
術
級
数
逓
減
法
を
含
む
ー
ー
に
も
妥
当
す
る
。
』

(
傍
点
筆
者
)

「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
と
企
業
人
昔
計
上
白
減
価
償
却

第
八
十
二
巻

四

誕百

7 

四



「
急
速
杭
務
減
価
償
却
」
と
企
業
会
計
上
の
減
価
償
却

第
八
十
二
巻

四
巨日

第

号

四
回

右
白
第
一
Jρ

ラ
グ
ラ
フ
は
、
二
つ
の
条
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
場
合
に
逓
減
償
却
法
は
最
良
の
原
価
配
分
法
で
あ
る
と
し
て
い
る

が
、
第
二
の
条
件
を
前
提
と
し
た
逓
減
償
却
法
の
合
理
化
論
は
、
円
ッ
ト
ヒ
ー
ル
ド
の
『
近
代
会
計
学
』
に
も
み
ら
れ
る
よ
ろ
に
、
古

く
か
ら
多
〈
の
論
者
に
よ
っ
て
キ
張
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
研
究
公
報
白
重
点
は
む
し
ろ
第
一
の
条
件
を
前
提
と
す
る
逓
減
償
却
法
の
合

理
化
論
に
治
か
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
己
の
よ
う
に
研
究
公
報
を
解
釈
す
る
の
は
筆
者
だ
け
で
は
た
い
。
た
と
え
ば
、
ジ

ジ
ヤ
九
テ
イ
フ
イ
ケ
イ
シ

aν

ェ
ル
イ
ン
も
逓
減
償
却
「
法
白
た
め
に
普
通
治
こ
な
わ
れ

τい
る
理
論
的
た
弁
明
は
、
あ
る
償
却
資
産
の
修
繕
・
維
持
費
は

そ
の
耐
用
年
数
白
後
年
度
に
は
増
大
す
る
と
予
想
さ
れ
る
か

b
、
己
の
増
加
分
を
逓
減
償
却
費
に
よ
っ

τ相
殺
し
、
か
く
し
て
維
持
・

コンザヘ
h

タ

ン

ト

ヨ

ン

セ

プ

ト

減
価
償
却
併
合
費
用
(
円
O
B『日
a
E
Eロ
官
自
足

o
n
E
e胃
常
国
民
。
ロ

2ω
古
)
の
直
線
的
配
分
(
定
額
チ
ャ
ー
ジ
概
念
)

と
近

似
し
た
結
果
を
う
る
こ
と
は
合
理
的
で
あ
る
。
〔
改
行
〕
ア
メ
リ
カ
公
認
会
計
土
協
会
会
計
手
続
委
員
会
は
会
計
研
究
公
報
第
四
四
号
に

(
『
資
産
の
生
産
力
ま
た
は
収
益
獲
得
力
が
そ
白
耐
用
年
数
の
初
期
の
各

年
度
中
に
相
対
的
に
よ
り
大
き
い
と
予
想
さ
れ
る
場
合
』
筆
者
)
を
承
認
し
わ
」
と
り
べ
て
い
る
。

h
h
て、

逓
減
償
却
が
妥
当
J

一
あ
る
と
み
b
れ
る
他
D
場
合

こ
の
よ
う
友
条
件
を
前
提
と
し
た
逓
減
償
却
法
の
合
理
化
論
は
、
他
の
諭
者
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
と
と
も
に
そ
の
論
拠
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
会
計
学
会

(
A
A
A
)
前
会
長
W
・
I
-
グ
ラ
ハ
ム
(
巧
己
何
百
血
『
の

E
E
E
)
は
、
最
も

歩

E
r
ぇ

合
理
的
か
づ
論
理
的
た
資
産
白
原
価
匝
分
法
は
各
会
計
期
間
に
資
産
に
よ
っ
て
給
付
さ
れ
る
用
役
の
純
価
値
と
関
連
し
た
も
の
て
な
け

れ
ば
な
ら
た
い
と
し
て
、
償
却
費
は
資
産
の
用
役
価
値

1収
益
に
規
定
さ
れ
る
と
考
え
る
収
益
償
却
説
か
ら
、
逓
減
償
却
法
士
支
持
し

て
い
円
る
。
他
方
、
ジ
ェ
ル
イ
ン
は
、
原
価
配
分
は
費
用
白
発
生
に
関
し
慎
重
左
経
常
者
の
決
定
士
う
た
が
す
期
待
要
因
の
パ
タ
l
y
に

し
た
が
う
べ
き
で
あ
る
と
仮
定
す
る
期
待
理
論
(
田
宮
n
Z苦
ロ
吾

g
弓
V
1
l保
守
主
義
の
新
し
い
形
態
と
み
た
す
べ
き
で
あ
る
ー
ー

に
よ
っ
て
き

b
に
収
益
償
却
説
全
裏
付
け
る
べ
く
、
経
営
者
は
多
く
白
場
合
資
産
D
生
産
性
・
収
益
力
に
つ
い
て
モ
れ
は
耐
用
年
数
の



初
期
の
方
が
後
期
よ
り
も
よ
り
大
き
い
で
あ
ろ
う
と
期
待
し
て
投
資
者
ゐ
己
な
う
か
ら
、
原
価
配
分
の
パ
タ
ー
ン
は
こ
の
よ
う
な
期
待

か

b
逓
滅
的
な
も
む
と
な
る

l
i特
に
企
業
が
先
進
的
技
術
を
利
用
し
て
い
る
場
合
に
は
、
陳
腐
化
要
因
は
増
大
す
る
か

h
一
経
常
者
に

と
っ
て
原
価
配
分
の
パ
タ
ー
ン
を
加
速
化
す
る
こ
と
は
聴
明
で
あ
る
ー
ー
と
し
て
、
逓
減
償
却
法
の
合
理
性
を
羊
張
し

τい叫ん山。

ω
出
。
ロ
司

E

E
出回
H
E
P
-
h
t句
、
お
』
号
室
見
2
F
E
E
L
-
H叫
口

ω
日
巴
-
2
P
忠
弘
Z
]
U
V

日誌・

マ
ル
ク
ス
は
、
物
質
的
減
価
(
償
却
費
)
は
「
固
定
資
本
が
そ
の
梢
耗
に
上
り
、
そ
の
使
用
価
値
が
失
わ
れ
る
平
均
程
度
に
お
い
て
漸
次
的
に

生
産
物
に
交
付
す
る
価
値
部
分
で
あ
る
。
」
(
同
・
宮
司
M
F
N
V
E

同
宰
な

ι回
早
H
F
印
・
忌
印
停
点
筆
者
)
「
同
定
資
本
の
牌
損
に
よ
る
価
値
委

設
は
固
定
資
本
の
干
均
的
寿
命
に
も
左
ず
い
て
計
算
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
の
平
均
的
寿
命
そ
の
も
の
は
、
手
入
れ
に
必
要
な
追
加
資
本
が

た
え
ず
投
下
さ
れ
て
い
る
も
の
と
前
提
さ
れ
て
い
る
」

3
H
3・
)
と
い
い
、
さ
ら
に
修
繕
費
に
つ
い
て
「
あ
る
一
定
円
事
業
部
門
に
投
下
さ
れ

』
-
、
.
‘
.
、

た
固
定
資
本
の
平
均
寿
命
中
に
担
け
る
か
か
る
見
難

E

お
よ
び
必
要
な
維
持
な
ら
び
に
修
繕
労
働
の
平
均
的
範
開
は
、
経
験
に
よ
っ

C
わ
か
る
。

‘
.
‘
‘
.
、
‘
.
‘
.
、
、
、

... 
‘司、.、.‘
.
.
 

か
か
る
平
均
支
占
は
平
均
寿
命
の
上
に
配
分
さ
れ
、
そ

J

て
、
そ
れ
に
照
応
寸
る
諸
部
分
は
分
割
し
て
生
産
物
何
格
に
つ
け
加
え
ら
れ
、
か
っ
か

く
し
て
生
産
物
の
版
売
に
よ
っ
て
担
補
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」

3
H
3
1傍
古
川
筆
者
)
「
修
繕
労
働
は
、
同
定
資
本
心
寿
命
中
の
相
異
な
る

諸
時
期
に
属
す
る
と
ζ

七
三
一
つ
の
種
類
|
|
劫
年
期
の
故
障
と
中
年
期
を
こ
え
て
か
ら
む
著
し
く
数
多
く
の
故
障

l
lに
分
け
ら
れ
る
c
」
(
印

呂
田
)
こ
む
よ
う
に
「
諸
生
産
手
段
に
お
い
て
必
要
と
き
れ
る
諸
支
出
は
、
事
実
上
で
は
不
規
則
な
諸
時
期
に
投
下
さ
れ
る
ー
と
は
い
え
、
右

-
』
.
、
』
司
、
-
-
-
司
、
.
、

。
平
均
計
算
に
し
た
が
っ
て
規
定
さ
れ
、
そ
し
て
こ
の
計
算
に
し
た
が
っ
て
た
え
ず
生
産
物
白
価
値
部
分
を
形
成
す
る
。
」
(
的
見
。
・
酔
点
筆

者
)
と
の
べ
て
い
る
e

、

国

削

府

同

明

言

十

翠

道

山

市

博

4
6
璃
論
瑚
務
却

い
ま
、
右
む
引
用
主
に
あ
ら
わ
れ
た
マ
ル
ク
ス
叩
見
解
を
公
式
化
す
れ
ば
君
主
義
瑚
l

軍

副

防

相

陣

と
な
る
だ
ろ
う
。
と
と
ろ
で
、
そ
れ
は
帯
欝
奇
書
、
単
時
国
"
融
再
蹄

R
H
伊
蘇
止
瑚
十
や
耳
曜
論
曜
と
場
合
に
よ
っ
て
は
や
や
似
た
額
と
は

な
っ
て
も
、
常
に
一
致
す
る
も
り
で
は
な
い
。

ω
富
山
吋
ロ
ロ
戸
国
E
n
F
H円
・

z
ロ
4
2
0
H
E
O
H戸

2
4
0問
自
白

E
Z宮
骨
J

』
富
市
高
白
星
』
号
室
乳
食
乳
、

Z
o
d
F
H
S
F
百
点
目
H
R

可。百

04司
邑
『
〕
可

F
-
E
叶

Zoo-司
、
し
『

E
3
t
ミ
』
R
E旦
富
屯
・

KM-5-H呂
戸
]
V

・
2

「
魚
清
閑
璃
概
冊
償
却
」
L

乙
企
業
会
計
上
の
減
価
償
却

第
八
十
二
巻

1'9 
互王

第
一
号

四
豆工



「
急
速
税
務
減
価
枇
却
」
と
企
業
会
計
上
の
減
価
償
却

第
八
十
二
巻

rg 
/、

節

I'l 

(4) 

mo--EF
芯
比
弘
首
唱
唱
団
∞
同

「
経
岱
者
の
期
待
は
多
く
の
収
益
・
致
用
対
応
計
掃
の
基
礎
で
あ
る
」
と
い
う
期
仲
現
諭
は
、
原
価
配
分
訟
は
財
務
諸
表
の
読
者
の
泊
背
の
論

理
の
本
性

l
i将
米
の
可
能
性
を
逓
増
率
一
で
割
引
く
通
常
の
人
聞
の
特
件

l
lに
う
っ
た
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
力
を
前

提
に
し
て
い
る
が
、
そ
品
目
川
棚
卸
資
産
余
計
に
適
用
芦
れ
る
と
、
原
価
か
残
明
せ
る
有
用
な
原
価

n
o
m品
。
片
足
白
血

5
-
5氏
己

g
E
と
い
う
評

価
基
埠
(
悶
ロ
重
之
「
低
佃
芸
誌
の
浄
化
』
、
産
業
経
理
、
附
和
三
二
年
九
月
号
、
一
九
頁
以
下
、
参
照
)
と
な
り
、
結
局
低
州
主
義
心
新
し
い
形

態
の
合
理
化
論
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
ジ
ヱ
ル
イ
ン
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
@
す
な
わ
ち
、
棚
卸
賢
也
評
価
に
お
け
る
低
価
主
義
は
経
営

者
の
期
待
円
中
に
そ
の
根
拠
を
も
っ
て
い
る
。
時
価
は
、
そ
れ
が
原
価
よ
り
低
い
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
未
実
現
む
製
品
の
有

用
性
(
正
日
号
)
を
測
定
す
る
と
み
ら
れ
る
(
日
巳
『
呂
L
F
R・
回
官
印
∞
・
)
主
。

ま
た
、
本
文
中
の
ジ
ェ
ル
イ
ン
の
見
解
か
ら
も
推
察
し
う
る
よ
う
に
、
節
二
の
条
例
を
前
提
す
る
逓
減
償
却
法
の
合
理
化
論
笠
場
の
主
要
因
は
、

故
近
り
技
術
平
新
に
と
も
な
う
陳
腐
化
の
可
能
性
の
増
大
に
も
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
陳
閥
化
要
因
の
拡
大
は
固
定
資
本
の
り

ス
ク
を
巨
細
化
し
、
経
常
者
に
そ
の
早
期
回
収
に
よ
る
リ
ス
ク
回
避
を
せ
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
技
術
革
新
か
契
機
正
し
て
形
成
さ
れ

た
新
し
い
逓
減
償
却
法
白
台
E
化
捕
に
つ
い
て
ミ
の
僻
説
・
批
判
を
当
然
お
こ
な
う
べ
き
で
あ
る
が
、
祇
数
の
関
係
も
あ
り
、
ま
た
特
に
肌
稿
「
技

術
革
新
と
減
価
償
却
現
論
の
質
的
後
化
し
を
用
意
し
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
に
ゆ
ず
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
割
愛
し
た
い
。

こ司

、

一
般
会
計
目
的
の
た
め
に
定
率
法
へ
の
変
更
が
沿
こ
た
わ
れ
、
か
つ
減
価
償
却
が
純
益
決
定
上
草
要
な
要
素
て
あ
る
場
合
に

は
、
方
法
の
変
更
1
1
1そ
白
変
更
に
よ
る
影
響
を
含
む
ー
ー
を
当
該
変
更
が
沿
己
な
わ
れ
た
年
度
に
表
示
し
た
け
れ
ば
た
ら
な
い
。
』

右
の
第
三
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
、
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
規
定
に
し
た
が
い
定
額
法
か

b
最
良
の
原
価
配
分
法
て
あ
る
逓
減
償
却
法
へ
の
変

更
が
中
立
さ
れ
、
し
か
も
償
却
費
が
純
益
決
定
上
重
要
た
要
素
で
あ
る
場
合
は
、
↑
刀
法
変
更
の
事
雰
と
そ
の
影
響
を
変
更
年
度
に
表
示
す

べ
き
ぜ
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
変
更
年
度
に
定
額
法
正
逓
減
償
却
法
と
り
償
却
安
心
差
異
が
重
要
と
は
な
ら
ず
、
重
要
な
業
異
が
あ
ら



わ
れ
る
の
が
そ
の
後
の
年
度
に
沿
い

τ多
額
の
償
却
資
産
が
取
得
さ
れ
る
時
ま
で
引
き
の
ば
さ
れ
る
場
合
に
は
、
表
示
白
必
要
は
な
い

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
公
認
会
計
士
協
会
研
究
部
お
よ
び
研
究
主
任
C
・G
-
プ
ロ
ー
は
い
ず
れ
の
場
合

1
l

償
却
衰
の
差
異
が
変
申
九
年
度
に
重
要
と
d

な
る
場
合
ま
た
は
将
来
に
沿
い
て
多
分
重
要
と
な
る
だ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
る
場
合
ー
ー
に
も
、

第
三
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
却
定
は
あ
て
は
ま
る
(
た
だ
し
、
後
者
の
場
合
に
は
変
更
円
影
響
表
示
は
要
求
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
)
と
解
一
説
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
は
じ
め
か

b
踊
減
償
却
法
主
採
用
し
た
新
会
社
白
場
合
に
は
、
方
法
の
一
変
吏
は
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
右
の
規
定

は
適
用
さ
れ
な
い
い
、
ま
た
逓
減
償
却
法
へ
変
更
し
た

4
度
に
そ
の
事
実
を
表
お
す
れ
ば
、
そ
の
後
ー
は
じ
め
て
差
異
が
霊
安
と
な
っ
た

年
度
に
〈
り
か
え
し
変
更
表
一
市
の
必
要
は
た
い
こ
と
と
た
ふ
。
だ
が
、
原
則
論
白
域
に
と
ど
ま

b
な
い
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
は
定
額
法

が
非
常
に
優
勢
で
あ
っ
た
か

b
、
布
の
よ
う
在
新
会
社
の
場
合
に
も
逓
減
償
却
法
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
を
表
一
目
し
た
方
が
よ
い
し
、

ま
た
方
法
変
更
を
モ
の
後
差
異
が
重
要
と
左
っ
た
年
度
に
再
び
表
示
し
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
、
と
解
説
さ
れ
て
い
ふ
o

と
こ
ろ
で
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
と
わ
る
ま
で
も
な
く
、
第
三
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
財
務
会
計
目
的
の
た
め
に
な
さ
れ
た
逓
減
償
却
法
へ
白
変
更

に
関
す
る
表
一
目
に
つ
W
て
だ
け
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
て
は
、
税
務
会
計
目
的
の
た
め
に
D
み
償
却
法
の
変
更
、
換
言
す
れ
ば
「
急

速
税
務
減
価
償
却
」
の
採
用
が
沿
こ
な
わ
れ
、
他
方
財
務
会
計
て
は
い
ぜ
ん
と
し
て
定
額
法
に
と
と
ま
っ
て
い
る
場
合
は
ど
う
す
れ
ば

よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
o

プ
ロ
ー
は
、
こ
の
場
合
も
し
も
租
税
引
下
げ
へ
の
影
響
が
重
要
で
あ
る
な
ら
ば
、
方
法
の
変
更
に
関
す
る
表
示

が
要
求
さ
れ
る
と
解
説
し
て
い
弘
が
、
己
こ
ぞ
当
然
問
題
と
な
る
租
税
引
下
げ
へ
の
影
響
の
会
計
的
認
識
に
つ
い
て
は
第
四
パ
ラ
グ
ラ

プ
が
あ
て
ら
れ
い
る
の
て
、
卒
を
あ
ら
た
め
て
モ
れ
を
考
祭
ず
る
こ
と
に
す
る
。

ω
』

HP
同
2
2耳目
μ

口
4
M
M
2
s
b
Z
L
E
R
T
H
U
H》目立
ω同
日

〔

U
R
E
E
m
回目。ロ間

F
a
¥己
目
。
。
。
ロ

EH国間
ωロ内
HKHロ
日
C
口
問
司
円
。

zo-RubNh3bN

。
同
』
足
。
於
乳
室
内
下

H
4
0
F
H
呂
田
恒
日
u

・
2

「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
と
企
業
主
計
上
の
減
価
償
却

第
八
十
一
巻

rq 
七

第
一
号

P司
七



「
急
速
相
務
減
価
償
却
」
と
企
業
会
計
上
の
減
価
償
却

第
八
十
二
巻

四
ノL

第
一
号

凹
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ω
回
。
区
間

F
a
¥
m
b
F
2
2
5ロ
間
間
口
血
k
r

邑
H

神
戸
出
回
目
。

e
r
B
a
J
H
E
3
a
N
ミ
』
号
室
主
室
内
出
宮
山
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】
甲
山
印
回
司
・
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M
W

回
E
C四
F

a
・
2KH20U貝
吉
岡
岡
山
口
且
〉
ロ
岳
位
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向
山
司

o
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E
3
t
o
h
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内
向
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母
乳

Enw-
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HU日
F
町

吉

川
判
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-
E
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a
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E
m
富
山
〉
ロ
凡
目
立
国
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町
円
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E
3
t
ミ
』
号
室
吉
宮
司

wvEM1
冨
自
旭
町
由
∞
・

同
州

KFHP
岡
田
2
2
E
ロ
4
P
2
8
S
F
邑
位
、
回
以
立
品

ω
回目。己四

F
o且
4

・n
k
P
R
。
E

E問
自
由
〉
ロ
色

E
伺
旬
。

t
w
E
F
H
E
3
t
ミ

』

2
2亘
書
予

H
J
F
呂
田
・

]UE2・

四

『
四
、
税
務
会
計
目
的
の
た
め
に
は
定
率
法
が
採
用
さ
れ
、
財
務
会
計
目
的
の
た
め
に
は
他
の
適
当
な
方
法
が
と
ら
れ
る
場
合
も
あ

る
。
こ
の
工
う
左
場
合
に
は
、
繰
延
べ
ら
れ
た
所
得
税
に
た
い
し
会
計
的
認
識
が
向
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
左
い
か
も
し
れ
な
い
し
。

か
し
左
が
ら
、
税
務
目
的
白
た
め
に
定
率
法
を
用
い
た
初
期
の
年
度
k
b
け
と
租
税
白
減
少
が
、
刊
早
に
モ
の
後
わ
ず
か
の
期
間
に
わ
た

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
所
得
税
の
繰
延
べ
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
そ
の
時
に
お
い
て
当
該
金
額
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
相
当
確
実
て
な
い
か
ぎ
り
通
常
白
事
態

ゼ
は
一
一
E
5
0
司
丘
E
吋
司
自
吉
旦

E
D
)
、
当
委
員
会
は
繰
延
べ

b
れ
た
所
得
税
は
勘
定
に
お
い
て
認
識
さ
れ
る
必
要
は
な
い
と
い
う
見

解
を
と
る
。
』
(
傍
点
i
筆
者
)

ポ
ク
イ
シ
ヨ

ν

「
と
白
命
題
は
緊
急
設
備
白
特
別
償
却
の
場
合
に
と
ら
れ
た
そ
れ
と
ち
が
っ
て
い
る
。
」

す
な
わ
ち
、

「
特
別
償
却
」
の
場
合
K

は
、
所
得
税
の
繰
延
べ
額
が
重
要
で
あ
れ
ぽ
常
に
「
租
税
額
白
正
常
化
」
手
続
を
要
求
し
て
い
た

(
「
緊
急
設
備
|
|
減
価
償
却
、
特
別
償

却
お
よ
び
所
得
税
」
と
題
す
る
「
会
計
研
究
公
報
第
四
一
一
号
」

1
「
会
計
研
究
公
報
第
四
三
号
第
九
竿
C
節
L
)

が
、
こ
こ
で
は
、

亦
偽
札
押
印
肌

r
b
心
掛
見
町
山
怪
い
、
ん
川
合
同
併
必
心
勧
日
山
岳
民
rλ
ピ
が
か
と
い
う
ご
く
か
ぎ
ら
れ
た
場
合
に
の
み
必
要
て
あ
る
と
規
定
し
て
い

か
か
る
手
続
は

る



て
は
、
右
の
よ
う
な
命
題
の
変
更
は
い
か
な
る
理
由
に
も
と
ず
い
て
い
る
白
ぞ
あ
ろ
う
か
。
収
益
・
費
用
と
益
金
・
損
金
と
白
聞
に

4
P
P
1
・
ピ
ア
リ
ア

V

食
違
い
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
所
得
税
の
期
間
相
互
聞
の
配
分
問
題
を
採
上
げ
て
い
る
「
所
得
税
」
と
題
す
る
「
会
計
研
究
公
報
第

「
納
税
申
告
書
と
損
益
計
算
書
と
白
聞
の
品
産
異
が
比
恥
恥

四
三
号
第
一

0
4早
B
節
」
が
、
そ
の
第
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
末
尾
に
お
い
て
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

長
期
間
に
わ
た
っ
て
規
則
的
に
反
復
す
る
ζ

と
が
前
提
と
た
っ
て
い
る
場
合
に
づ
い
て
は
、
本
節
は
妥
当
し
な
い
。
」
(
傍
点
筆
者
)
と

限
定
を
加
え
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
特
別
償
却
」
と
「
急
速
税
務
減
価
償
却
L

と
は
単
忙
償
却
の
仕
方
が
異
る
だ
け
で
は
な
く
、
適
用
対
象
・
期
間

に
お
い
て
つ
ぎ
D
よ
う
な
相
異
を
も
っ
て
い
円
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
国
防
生
産
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
一
証
明
を
う
け
た
一
酌
印
静
止
伊

(
「
必
要
証
明
書
」
を
交
侍
さ
れ
た
「
緊
急
設
備
」
〕
に
た
悼
し
時
限
的
に
(
「
緊
急
期
間
」
内
だ
け
に
)
適
用
し
う
る
制
度
て
あ
コ
た
の
に
対
し
、

後
者
は
一
九
五
四
年
一
月
一
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
耐
用
年
数
三
年
以
上
の
す
べ
て
白
設
備
に
た
い
し
一
応
永
続
的
K
適
用
し
う
る
制

度
と
な
っ
て
い
ゐ
。
し
た
が
っ
て
、
前
者
の
場
合
に
は
、
所
得
税
の
繰
延
べ
は
一
時
的
な
現
象
正
し
て
あ
ら
わ
れ
、
短
期
聞
に
お
わ
っ

周
知
D
よ
う
に
、

て
し
主
う
し
、
ま
た
償
却
の
仕
方
が
後
者
と
〈
ら
べ
て
よ
り
加
速
化
し
て
い
る
(
「
五
カ
年
償
却
」
で
あ
る
)
か
ら
、
繰
延
ペ
額
は
か
在
り

重
要
た
も
の
と
を
っ
て
い
た
が
、
後
者
自
場
合
に
は
、
設
備
拡
張
が
一
時
的
に
ゐ
こ
な
わ
れ
ず
、
そ
れ
が
毎
期
か
な
り
継
続
的
に
な
古

わ
る
状
態
を
前
提
比
す
れ
ば
、
繰
延
べ
現
象
は
循
環
的
に
あ
ら
わ
れ
、
長
期
間
ひ
き
つ
づ
き
、
ま
た
繰
延
べ
額
も
あ
ま
り
重
要
と
は
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
左
第
四
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
解
説
が
お
己
左
わ
れ
る
根
拠
が
あ
る
の
で
あ
る
。

〔
ア
メ
リ
刀
公
認
会
計
士
協
会
研
究
部
白
解
説
〕

所
得
税
の
期
間
相
百
聞
の
配
分
が
た
さ
れ
る
最
良
白
事
例
は
単
一
の
資
産
官
盟
ロ
包

0
5見
え
有
名
目
立
可
)
山
場
合
て
あ
る
。

た

ず
な
ら
、
こ
の
場
合
に
は
税
務
目
的
白
た
め
の
減
価
償
却
が
財
務
会
計
上
の
そ
れ
を
こ
え
る
期
間
の
あ
と
に
そ
の
逆
が
真
と
な
る
期
間

「
急
速
謂
務
減
価
償
却
」
と
企
業
会
計
上
の
減
価
償
却

第
八
十
二
巻

四
九

第

号

四
)L 



「
急
速
税
務
減
価
償
却
」

k
企
業
会
計
上
の
減
幅
償
却

第
八
十
三
巻

五
O 

第

五
O 

が
す
ぐ
続
く
か

b
て
あ
る
。
他
方
、
各
種
の
資
産

(
4
R
E己
ω
与
司
自
丘
富
田
罫
)
が
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
取
替
え
は
均
等
に
各
会
計

期
間
に
配
分
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
拡
張
が
あ
る
点
ま
で
沿
己
な
わ
れ
て
、
取
替
え
が
均
衡
点
に
達
す
る
傾
向
に
あ
る

場
合
に
は
、
税
務
日
的
の
た
め
の
減
価
償
却
が
企
業
会
計
上
の
そ
れ
よ
り
も
か
た
り
少
く
在
る
期
間
は
、
い
っ
と
も
知
れ
な
い
将
米
ま

で
ひ
き
延
ば
さ
れ
る
。
し
た
が
っ

τ、
己
れ
ら
の
す
べ
て
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
時
に
は
、
所
得
税
の
期
間
相
互
間
の
配
分
は
多
く

の
場
令
に
必
要
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
円
、
と
。

〔
研
究
主
任
フ
ロ
ー
の
解
説
〕

典
型
的
左
産
業
会
社

1
lモ
こ
て
は
償
却
資
産
白
取
替
え
が
か
左
り
規
則
的
に
お
こ
な
わ
れ
、
ま
た
は
設
備
の
漸
次
的
拡
抜
が
み
ら

れ
る
!
の
場
合
に
、
も
し
も
繰
延
べ
ら
れ
た
所
得
税
が
勘
定
に
沿
い
て
認
識
さ
れ
た
な
ら
ば
、
モ
の
時
に
形
成
さ
れ
る
租
税
債
務
残

高
は
企
業
規
模
の
収
縮
ま
た
清
算
の
期
間
に
沿
い
て
の
み
取
り
〈
ず
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
典
型
的
た
産
業
会
社
白
場
合
に

は
、
累
積
さ
れ
る
租
税
債
務
は
存
在
し
在
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
、
ア
メ
リ
カ
公
認
会
計
士
協
会
研
究
部

が
単
一
の
資
産
を
例
に
と
っ
て
解
説
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
耐
用
年
数
の
初
期
に
形
成
さ
れ
た
租
税
債
務
が
後
期
に

次
第
に
取
り
く
ず
さ
れ
る
で
あ
ろ
、
川
、
と
。

〔W
・
F
・
ス
タ
ン
レ
!
の
解
説
〕

「
新
資
産
白
〔
耐
用
〕
年
数
が
長
く
、
ま
た
は
拡
張
が
長
期
間
継
続
す
る
と
予
期
さ
れ
る
場
合
、
し
た
が
っ
て
急
速
〔
税
務
〕
減
価
償

却
に
上
る
租
税
引
下
げ
が
反
復
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
ア
メ
リ
カ
公
認
会
計
士
協
会
の
〔
研
究
〕
公
報
第
四
四
弓
は
J

た
と
え
年
々
の
租
税
引
下
げ
額
一
由
主
要
て
あ
フ
た
と
し
て
も
、

〔
租
税
の
期
間
相
瓦
聞
の
配
分
千
続
i
租
税
額
の
正
常
化
手
続
〕
を
要
求

L
τ
い
る
と
は
思
わ
わ
な
hv
。
当
〔
研
究
公
地
)
t土、

租
税
引
下
げ
額
が
相
対
的
に
非
反
復
的
性
格
で
あ
っ
た
か

b
、

も
し
も
そ
白
金



よ翻
うが
r 重
幾要
分て
かあ
異つ
る町 Tこ

"" 」仏

ら
ば

(
組
税
胡
の
正
常
化
手
続
〕
が
適
用
さ
れ
た
加
速
特
別
償
却
に
関
す
る
前
の
〔
研
究
〕
公
報
と
は
右
の

〔

H

・J
-
V
I
ル
ド
白
解
説
〕

し
か
し
、

「
以
上
白
説
明
か
ら
、
急
速
〔
税
務
〕
減
価
償
却
に
関
す
る
〔
会
計
手
続
〕
委
員
会
の
命
題
と
緊
急
設
備
〔
の
軌
別
償
却
〕
に

関
す
る
そ
れ
と
白
岡
に
基
本
的
矛
盾
は
存
在
し
た
い
と
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
子
一
き
る
。
緊
急
設
備
に
つ
い
て
は
、
か
か
る
も
白
と
し

て
取
得
さ
れ
た
資
産
は
通
常
『
規
則
的
な
取
替
え
』
と
「
漸
次
的
拡
張
』
の
流
れ
白
外
に
あ
る
と
い
う
黙
契
が
存
在
す
る
の
で
あ
弘
。
」

さ
て
、
右
の
よ
う

r第
四
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
補
足
的
に
解
説
し
た
ス
タ
ン
レ

l
お
よ
び
γ

I
ル
ド
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
そ
れ
と
基
本
的
に

同
様
な
見
解
を
表
明
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
前
者
は
「
租
税
額
の
正
常
化
」
手
続
を
排
除
す
る
方
に
重
点
在
沿

章
、
後
活
は
反
対
に
そ
れ
色
受
入
れ
る
万
に
刀
点
を
金
く
表
現
方
法
を
と
っ
て
い
る
。

著
者
の
結
論
と
大
い
陀
か
け
は
な
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
在
同
」
と
い
っ
た
ス
タ

γν
ー
は
「
反
復
性

と
重
要
組
が
基
本
的
テ
ス
ト
と
古
る
べ
き
て
あ
る
。
引
下
げ
ら
れ
た
租
税
額
が
か
な
り
大
き
な
割
合
て
〔
短
期
間
的
に
J

利
益
を
ゆ
が
め

研
究
「
公
報
の
結
論
は

る
ー
ー
そ
れ
は
、
も
し
耐
周
年
数
の
短
い
資
産
の
大
肱
張
が
短
期
間
内
に
お
と
た
わ
れ
た
た

b
ば
、
生
ず
る
で
あ
ろ
う
ー
ー
の
で
な
け

れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
将
来
の
一
租
税
を
人
為
的
に
チ
ャ
ー
ジ
す
る
と
と
に
よ
っ
て
利
益
を
『
正
常
化
』
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
た

人
為
的
チ
守

l

ン
は
、
モ
れ
が
あ
き
h
一
か
に
小
き
た
悪

(
-
O
B
2
0
5
C
て
あ
る
場
合
以
外
に
は
、
さ
け
ら
る
べ
き
で
あ
ゐ
。
L

と
の
ベ
、

他
方
、
ジ

l
ル
ド
は
「
資
産
の
追
加
が
お
と
な
わ
れ
た
と
き
、
実
際
に
は
、
漸
次
的
拡
張
の
流
れ
に
属

L
在
い
一
時
的
拡
張
か
規
則
的

な
取
替
え
か
を
決
定
す
る
と
と
は
容
易
て
な
い
。
」

と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
ペ
で
悼
る
。
す
な
わ
ち
、
規
則
的
な
取
替
え
お
よ
び

漸
次
的
拡
張
と
い
う
形
の
止
む
に
や
ま
れ
ぬ
現
由
が
と
と
た
っ
た
結
論
に
導
か
託
け
れ
ば
、
繰
延
べ
ら
れ
た
所
得
税
は
認
誠
さ
る
べ
き

「
自
己
速
税
務
減
価
償
却
」
と
企
業
会
引
上
の
減
価
償
却

第
八
十
二
者

Tc 

節
目
一
ロ
ケ

五



「
急
速
税
務
減
側
償
却
」
と
企
業
会
計
上
の
減
価
償
却

第
八
十
二
巻

五

羽3

r 
勺

ユ午

で
あ
る
と
多
分
力
点
を
か
え
て
い
う
べ
き
で
め
る
と
思
わ
れ
る
、
と
。

ω
出
凶
器

Hm}MEn-¥ι
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p
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a
-
D
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。
叶
m
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目
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』
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up
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』
E
目
ωω
且
出
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z
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0
2
F
-
h
s
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N
Y
S

』
言
2
Q
W
H
u
a・
8
e
R
拙
稿
『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
特
別
償
却
本
質
論
』
経
済
論
護
、
昭
和
一
三
年
七
月
号
二
一
九
二
一
同
頁
、
参
照
。

同

ktHKF
同
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巴
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山
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目
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旦
u
S
R
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立

伊

川
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回
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戸
伺
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E
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E
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自
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日
出
百
四
刃
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叶
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ロ
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E
E
E
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Z
M
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E
E
同

0
4
0
2
0
9
r
J
n害
時
三
目
当
・
印

4
F
呂
田
w
p
t
p

ω
白
区
p
s
R・
匂
可
-

伺
印
直
巳
予
見
富
岡
a
R弘

3
N
H
U
4
3
E
E
P
H甲山町

L
3

川
例
目
白
己
ぬ
〕
F
N宜
h
H
s
p
叶

F

川円

αけ
回
口

-o〕
F
S
R
T
H
U
H
H
N
-

M
判
的
目
MMO-ι
・民間帆

nF回司・日寸

ω
出
月
比

o-P
宏
子
匂
可
・

五

と
こ
ろ
で
、
第
四
バ
ラ
グ
ラ
フ
の
結
論
は
会
計
手
続
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
が
全
員
一
致
し
て
支
持
し
た
も
の
で
は
な
い
。
当
委
員
会

の
構
成
メ
ソ
パ

l
一
二
名
中
わ
ず
か
二
人
に
す
ぎ
な
い
が
、

M
・
H
・
ス
タ

γ
ズ
(
冨
E
2
2
国

m
gロ
ω)
治
よ
ぴ
G
・
T
・パ

l
y

ズ
(
の
h

肖

3
1
、
吋
出
口
百
ω
〕
に
上
っ
て
つ
ぎ
の
よ
う
た
異
議
が
き
し
は
さ
ま
れ
て
何
た
。

「
ス
タ
ソ
ズ
氏
は
第
四
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
最
後
白
女
章
に
お
け
る
結
論
に
同
意
し
な
い
。
彼
の
信
ず
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
に
記



さ
れ
た
状
態
に
治
い
て
は
〔
定
率
法
]
使
用
の
初
期
の
詰
年
度
白
租
税
引
下
げ
は
明
ら
か
に
後
年
度
ま
で
支
払
を
延
期
す
る
こ
と
を
意

味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
‘
そ
の
年
数
は
問
題
て
は
な
円
。
充
分
に
確
立
し
た
会
計
原
則
は
、
繰
延
べ
ら
れ
た
所
得
税
を
モ
白
金
額
が
吾

妥
と
な
る
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
認
識
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
、
と
彼
は
信
ず
る
の
で
あ

do。

〔
定
率
法
〕
使
用
の
初
期
の
諸
年
度
の
租
税
白
引
下
げ
は
あ
ら
ゆ
る
場
合
明
ら
か
に
後
年
度
ま
で
支
払
を
延
期
す
る

こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
モ
白
年
数
は
問
題
て
は
な
い
と
信
じ
た
た
め
、
反
対
し
た
。
彼
は
、
充
分
に
確
立
し
た
会
計
原
則
に

し
た
が
え
ば
、
繰
延
べ

b
れ
た
所
得
税
は
、
そ
白
金
額
が
重
要
と
な
る
あ

b
ゆ
る
場
合
に
、
報
告
さ
れ
る
純
利
益
が
誤
ま
っ
て
表
示
さ

、
、
、
.
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

認
識
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
と
信
じ
、

パ

l
γ

ズ
氏
は
、

れ
る
己
と
を
避
け
る
た
め
に

ま
た
当
〔
研
究
〕
公
報
は
こ
の
旨
を
明
確
に
あ
b
わ

さ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
彼
は
信
ず
る
。
』

(
静
点
筆
者
)

右
の
よ
う
な
異
論
は
ア
メ
リ
カ
公
認
会
計
士
協
会
課
税
問
題
主
任
A
・
H
-
コ
1
へ
γ
に
よ
っ

τ支
持
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ヤ
大
学
教
授
M
・
ム
ウ
ユ
ヅ
ツ
は
異
論
の
根
拠
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

R
・
ア
イ
ズ
ナ
1
(
目
。
『
。
立
国
ω
ロ号、
E
口
弓
吋
mn自
民
O
D
d
ロハ目白

p
o
z
o
G
q
J司
ω
M
n
F問
看
J

同
R
q
E
A
h君
"
竜
自
国
主
呂
N
h
r

一『自
4

司。『

-wsm町、
H
U
H
y
g

同
ベ
)
の
よ
う
な
若
干
の
論
者
は
、
航
続
的
に
償
却
資
虚
へ
の
投
資
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
れ
が
急
激
に
停
止
さ
れ

な
い
か
ぎ
り
、
将
来
租
税
の
相
殺
は
な
さ
れ
な
い
か

b
、
と
の
場
合
に
は
、
あ
る
将
来
の
年
度
へ
む
租
税
の
繰
延
べ
て
は
た
く
、
永
久

的
な
繰
延
へ
す
な
わ
ち
衰
の
租
税
の
節
減
と
な
る
、
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
む
主
う
な
「
租
税
節
減
」
諭
は
統
計
学
的
性
格

の
も
の
で
あ
り
、
納
税
申
告
書
と
財
務
会
計
と
の
差
異
を
ど
の
よ
う
に
報
告
す
べ
き
か
と
ト
う
問
題
に
ふ
れ
た
も
臼
て
は
た
い
。
継
続

企
業
が
そ
白
負
債
が
満
期
に
在
る
と
返
治
す
る
代
り
に
借
換
え
た
り
、
ま
た
は
新
た
陀
別
の
負
債
を
借
り
た
り
し
て
、
決
し
て
『
現
実

に
』
返
済
さ
れ
る
と
と
白
た
い
負
債
を
斗
何
に
有
し
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
、
財
務
諸
表
か
b
負
債
主
取
り

ω
ぞ
く
と
い
う
主
振
は
成

「
九
日
正
辺
抗
措
減
価
償
却
」
と
企
諜
会
引
上
の
減
価
償
却

訪
八
十
二
巻

五

者自

E 



「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
と
企
業
会
計
上
の
減
価
欣
却

詩
人
十
二
巻

TL. 
V~l 

第
一
号

T

九
円

立
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
負
債
が
存
在
す
一
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
が
た
と
ん
永
久
に
返
済
さ
れ
る
可
能
性
の
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
表
示
し
な

け
れ
ば
た
ら
た
い
。
こ
の
よ
う
に
、
継
続
的
に
取
得
さ
れ
る
資
産
に
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
が
適
用
さ
れ
る
と
、
た
し
か
に
永
久
的

左
租
税
の
繰
延
ベ
す
な
わ
ち
永
久
的
に
返
済
す
る
と
と
白
な
い
負
債
が
生
ず
る
が
、
個
々
の
資
産
項
目
ご
と
り
一
時
的
な
租
税
の
繰
延

ベ
ず
な
わ
ち
将
来
に
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
一
時
的
な
負
債
白
状
態
に
つ
い
て
完
全
に
記
録
し
、
報
告
し
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
。
た
と

え
ば
、
地
球
が
常
に
太
陽
の
ま
わ
り
を
廻
転
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
永
続
的
な
廻
転
の
あ
る
時
点
に
お
け
る
地
球
の
位
置
が

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
ゼ
あ
る
よ
う
に
、

L
U
oタ

剖
γ

タ
ヲ
内

ω
コ
l

へ
ン
は
「
加
速
〔
税
務
〕
減
仙
償
却
が
主
と
し
C
税
務
上
自
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
で
あ
る
場
合
に
は
、
税
務
目
的
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
〔
償
.

-、.. 
‘‘.』
.. 
、‘
.. 

却
〕
方
法
と
ち
が
η

た
方
法
を
財
務
去
計
目
的
の
た
め
に
使

mす
る
正
当
な
迎
向
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
該
金
傾
が
重
要
な
場
骨
に
は
、

操
延
べ
ら
れ
た
所
得
税
を
適
切
に
会
副
上
認
散
す
べ
き
で
あ
る
」
(
傍
点
筆
者
V

と
の
べ
て
い
る
。
(
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国
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叶
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ω
拙
稿
『
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
り
生
成
と
本
質
守
経
済
前
提
、
昭
和
三
二
年
一
月
号
、
二
六
二
人
瓦
、
参
照
。

川
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目
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母
国
書
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』
官
己
巴
日
戸
匂
一
咽
同
田
昌
・
ム
ウ
ニ
ッ
ツ

は
、
寸
で
に
ア
イ
ズ
ナ
ー
の
論
文
を
紹
介
す
る
際
に
、
そ
こ
に
お
い
て
ア
イ
ズ
ナ
ー
は
、
税
務
減
価
償
却
と
企
業
会
計
上
白
減
価
償
却
と
の
差
異

を
報
脅
す
る
問
題
。
丹
析
を
お
こ
な
っ
て
い
な
い
、
と
の
ベ
て
い
る
守
男
E
N
ミ
』
E
E
a
E屯
・
』
}
耳
目
H

呂
田
u

也
容
目
〉
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